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◆◆◆ 変更届について（薬局・店舗販売業） ◆◆◆ 

 

◎ 下記１（事後届出）の事項を変更したときは、30日以内に届け出てください。 

◎ 下記２（事前届出）の事項を変更しようとするときは、あらかじめ届け出てください。 

◎ 提出先：枚方市保健所 保健医療課 薬事担当  

電話(072)-807-7623 

◆郵送 〒573-1197 枚方市禁野本町 2-13-13 

（令和 7年 7月 7日に上記所在地へ移転しました） 

  ※収受印を押印した届書の返送を希望する場合は、届書（控え）及び返信用封筒（宛先の記載、郵 

便料金分の切手の貼付があるもの）等を同封してください。 

  ◆メール hirakatayakuji@city.hirakata.osaka.jp 

  ※収受印を押印した届書の PDFファイルの返信を希望する場合は、メール本文に記載してください。 

 

Ⅰ 提出する書類 

① 変更届書（医薬品医療機器等法施行規則 様式第六） 

② 添付する書類（以下の該当する事項のとおりです。） 

※ 提出部数：１部（写しを取って、控えを保管してください。） 

 

１ 変更後に届け出なければならない事項 

【薬局・店舗販売業】 

（１）薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は住所 

（２）薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名（薬局開設者又は店舗販売業者が法人の場合のみ） 

（３）構造設備の主要部分 

（４）通常の営業日及び営業時間 

（５）管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 

（６）管理者以外の他の薬剤師又は登録販売者の氏名、又は週当たり勤務時間数 

（７）放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類 （薬局のみ） 

（８）併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 

（９）販売・授与する医薬品の区分（特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。） 

（10）薬局又は店舗の住所表記（行政による変更） 

（11）無菌調剤室の共同利用の有無（薬局のみ。詳細は「無菌調剤室を共同利用する場合の手続きにつ

いて（手引き）」をご覧ください。） 

令和 8年 1月 5日 第 13版 
枚方市保健所 保健医療課 
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Ⅱ 添付する書類等に関する説明 

１．変更後に届け出なければならない事項 

 

１－（１） 

変更事項：薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は住所 

【添付する書類】 

変更事項 添付する書類 

開設者氏名*1 
個人 戸籍謄本（抄本）又は戸籍記載事項証明書*2 

法人 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）*3 

開設者住所 
個人 不要 

法人 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）*3 

【注意事項】 

 ※１ 開設者の氏名 

◆婚姻や社名変更（同一法人での有限会社から株式会社への変更を含む）等により変更がある場合 

に届出してください。 

◆相続、営業譲渡等に伴い別人、別法人に変わる場合は、新規申請になります。 

◆許可証書換え交付申請を行う場合は、変更届は不要です。 

※２ 戸籍謄本（抄本）又は戸籍記載事項証明書の写し 

◆発行後６ヶ月以内のものを添付してください。 

◆戸籍謄本（抄本）又は戸籍記載事項証明書は、届出者の責任で必ず原本を確認してください。 

◆戸籍謄本（抄本）又は戸籍記載事項証明書の写しに、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明

を行った年月日」、「証明者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）」を記載してください。 

２ あらかじめ届け出なければならない事項 

【薬局・店舗販売業】 

（１）薬局又は店舗の名称 

（２）相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 

（３）薬剤師不在時間の有無（薬局のみ） 

（４）特定販売の実施の有無（開始・廃止） 

（５）特定販売にかかる下記の変更事項 

① 特定販売を行う際に使用する通信手段 

② 特定販売を行う医薬品の区分 

③ 特定販売を行う時間 

④ 営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間 

⑤ 特定販売を行うことについての広告に、許可を受けた名称と異なる名称を表示するときは、そ

の名称 

⑥ 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームペー

ジアドレス 

⑦ 都道府県知事等が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要（そ

の薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。） 

※新たに特定販売を行う場合は、上記①～⑦の事項に加え、 

⑧ 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、主たるホームページ

の構成の概要 

（６）健康サポート薬局である旨の表示の有無（薬局のみ。詳細は「健康サポート薬局である旨の表

示に関する手続きについて（手引き）」をご覧ください。） 



3 

 

◆メールにて戸籍謄本（抄本）又は戸籍記載事項証明書の写しを提出する場合は、当該写しを明瞭に

スキャンして作成した PDF等の電子ファイルにしてください。 

※３ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）の写し 

◆発行後６ヶ月以内のものを添付してください。 

◆閉鎖謄本等を含む変更内容の前後を確認できるものを添付してください。 

◆登記事項証明書（履歴事項全部証明書）は、届出者の責任で必ず原本を確認してください。 

◆登記事項証明書（履歴事項全部証明書）の写しに、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を

行った年月日」、「証明者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）」を記載してください。 

◆メールにて登記事項証明書（履歴事項全部証明書）の写しを提出する場合は、当該写しを明瞭にス

キャンして作成した PDF等の電子ファイルにしてください。 

 

１－（２） 

変更事項：薬事に関する業務に責任を有する役員（責任役員）の氏名（開設者等が法人の場合のみ） 

【添付する書類】 

◆登記事項証明書（履歴事項全部証明書）*1 

◆新しく追加した責任役員が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判

断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ診断書*2 

【注意事項】 

 ◆代表取締役（代表執行役）は全ての業務の決定権があるため、全員が責任役員となります。 

※１ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）の写し 

◆発行後６ヶ月以内のものを添付してください。 

◆閉鎖謄本等を含む変更内容の前後を確認できるものを添付してください。 

◆登記事項証明書（履歴事項全部証明書）は、届出者の責任で必ず原本を確認してください。 

◆登記事項証明書（履歴事項全部証明書）の写しに、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を

行った年月日」、「証明者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）」を記載してください。 

◆メールにて登記事項証明書（履歴事項全部証明書）の写しを提出する場合は、当該写しを明瞭にス

キャンして作成した PDF等の電子ファイルにしてください。 

※２ 診断書の写し 

◆発行後３ヶ月以内のものを添付してください。 

◆診断書は、届出者の責任で必ず原本を確認してください。 

◆診断書の写しに、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「証明者の氏名（法

人にあっては名称及び代表者の氏名）」を記載してください。 

◆メールにて診断書の写しを提出する場合は、当該写しを明瞭にスキャンして作成した PDF等の電子

ファイルにしてください。 

 

※一度の届出等で原本証明の対象となる証書等が複数枚となる場合は、一覧化した原本証明書（別途様

式あり）を作成の上、添付することでも差し支えありません。 

 

１－（３） 

変更事項：構造設備の主要部分 

【添付する書類】 

◆平面図（薬局・店舗及びフロアー全体） 

【注意事項】 

◆許可範囲にある構造設備の主要部分に変更があった場合、届出を行ってください。 

◆ビル等の同一フロアーに複数の店舗がある場合は、当該フロアー全体の配置がわかる平面図を添   

 付してください。 

 

１－（４） 

変更事項：通常の営業日及び営業時間 

【添付する書類】 

◆勤務表 
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【注意事項】 

◆営業時間、一般用医薬品等の販売時間に変更があった場合、提出してください。 

 

１－（５）、１－（６） 

（５）変更事項：管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数*1 

（６）変更事項：管理者以外の他の薬剤師又は登録販売者の氏名、又は週当たり勤務時間数*1 

【添付する書類】 

変更事項 添付する書類 

管理者 

管理者が変わった場合（変更前後で管理

者が異なる場合） 

資格を証する書類*2 

使用関係を証する書類*3 

勤務表*4 

氏名 変更事項を証する書類*5 

住所 不要 

週当たり勤務時間数 勤務表*4 

管理者以外の薬剤師

又は登録販売者 

 

管理者以外の薬剤師又は登録販売者が

変わった場合（変更前後で管理者以外の

薬剤師又は登録販売者が異なる場合） 

資格を証する書類*2 

使用関係を証する書類*3 

勤務表*4 

氏名 変更事項を証する書類*5 

週当たり勤務時間数 勤務表*4 

 

【注意事項】 

※１ 勤務時間数について 

①通常の勤務体制に変更があった場合 

②シフト勤務等により週当たり勤務時間数の変動がある場合で、週当たりの平均勤務時間数に変更 

があった場合 

上記①②の場合は、変更届を提出してください。一時的な休暇やそれに伴う補充の場合は、変更届を

提出する必要はありません。 

※２ 資格を証明する書類 

◆薬剤師の場合：薬剤師免許証の写し 

◆登録販売者の場合：販売従事登録証の写し、医療機器基礎講習修了証の写し（特定管理医療機器を販

売する場合） 

◆資格を証する書類は、届出者の責任で必ず原本を確認してください。 

◆資格を証する書類の写しに、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「証明

者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）」を記載してください。 

◆メールにて資格を証する書類の写しを提出する場合は、当該写しを明瞭にスキャンして作成した

PDF等の電子ファイルにしてください。 

◆管理者については、以下の書類を併せて提出してください。 

管理者 要件 提出書類 

薬剤師 － － 

登

録

販

売

者 

第２類、第３類医

薬品のみ扱う場

合（右のいずれか

の要件に該当）

（注１） 

ア）過去５年のうち通算２年以上 

の業務（実務）従事経験がある 業務（実務）従事証明書（注３） 

イ）過去５年のうち通算１年以上の 

業務（実務）従事経験及び研修

（追加的な研修を含む）の受講実   

績がある（注２） 

①業務（実務）従事証明書（注３） 

②追加的研修修了証の写し（注４） 

ウ）通算１年以上の業務（実務）従 

事経験及び店舗管理者等とし 
業務（実務）従事確認書（注３） 



5 

 

ての業務経験がある 

エ）通算５年以上の業務（実務）従 

事経験及び研修の受講実績が 

ある 

要指導医薬品又

は第１類医薬品

を扱う場合 

（注５） 

過去５年のうち、通算３年以上の 

業務従事経験 

①業務（実務）従事証明書（注３） 

②医薬品医療機器等法施行規則第 140

条第２項（平成 26 年２月 10 日厚労

省令第８号附則第６条第２項を含

む。）に該当することが確認できるも

の。 

特定管理医療機

器を販売する場

合 

医療機器基礎講習会受講者等 

（注６） 

①医療機器の販売管理者の氏名及び住 

所を記載した書類 

②「医療機器基礎講習」修了証等の写 

し（注４） 

 （注１）詳細は、「登録販売者制度の取扱い等について」（令和５年３月 31 日薬生発第 0331 第 16 号厚生

労働省医薬・生活衛生局長通知）を確認ください。 

（注２）「追加的な研修」とは法令遵守及び店舗又は区域の管理に関する研修です。 

（注３）登録販売者として業務に従事したことを証明する場合は「業務従事証明書」または「業務従事

確認書」を提出してください。一般従事者として実務に従事したことを証明する場合は「実務

従事証明書」または「実務従事確認書」を提出してください。 

（注４）研修または講習修了証をオンラインで交付された場合は、届出者の責任で必ず原本を確認し、

印刷した研修または講習修了証に、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、

「証明者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）」を記載してください。 

メールにて研修または講習修了証を提出する場合は、当該研修または講習修了証を明瞭にス

キャンして作成した PDF 等の電子ファイルにしてください。 

（注５）原則、薬剤師を管理者としてください。 

（注６）店舗販売業の店舗管理者が登録販売者（試験合格者）の場合は、当該店舗で特定管理医療機器（電

子血圧計、低周波治療器、補聴器等）を販売等することはできません。特定管理医療機器を取扱

う場合は、資格（医療機器基礎講習会受講者、化学等の大学・高校を卒業、薬剤師、薬種商等）

を証する書類（基礎講習会修了証、卒業証明書等）を提示してください。詳細は、「管理医療機器

の販売業及び貸与業の届出について」をご参照ください。 

※３ 使用関係を証する書類 

◆開設者（法人の場合は取締役（執行役））が管理薬剤師を兼務する場合は、誓約書を提出してくだ

さい。 

◆管理者及びその他の薬剤師又は登録販売者を雇用する場合は、雇用契約書の写し又は使用関係証 

明書を提出してください。 

※４ 勤務表 

◆勤務表は、薬剤師又は登録販売者が１名の場合であっても提出が必要です。 

※５ 変更事項を証する書類（薬剤師免許証書換え交付申請中であることを証する書類の写しや戸籍

謄本（抄本）又は戸籍記載事項証明書）の写し 

◆薬剤師等の氏名が変更した場合に提出してください。 

◆変更前後がわかる書類を提出してください。 

◆戸籍謄本（抄本）又は戸籍記載事項証明書の場合は、発行後６ヶ月以内のものが必要です。 

◆戸籍謄本（抄本）又は戸籍記載事項証明書は、届出者の責任で必ず原本を確認してください。 

◆戸籍謄本（抄本）又は戸籍記載事項証明書の写しに、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明

を行った年月日」、「証明者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）」を記載してください。 

◆メールにて戸籍謄本（抄本）又は戸籍記載事項証明書の写しを提出する場合は、当該写しを明瞭に

スキャンして作成した PDF等の電子ファイルにしてください。 
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※一度の届出等で原本証明の対象となる証書等が複数枚となる場合は、一覧化した原本証明書（別途様

式あり）を作成の上、添付することでも差し支えありません。 

 

１－（７） 

変更事項：放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類 

【添付する書類】 

 放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類 

 

１－（８） 

変更事項：併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 

【添付する書類】 

 不要 

 

１－（９） 

変更事項：販売・授与する医薬品の区分（特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。） 

【添付する書類】 

不要 

【注意事項】 

◆医薬品の区分：薬局医薬品／薬局製造販売医薬品／要指導医薬品／第一類医薬品／指定第二類医   

薬品／第二類医薬品／第三類医薬品 

 

１－（１０） 

変更事項：薬局又は店舗の住所表記（行政による変更） 

【添付する書類】 

市町村が発行する住居表示変更証明書 

【注意事項】 

◆許可証書換え交付申請を行う場合は、変更届は不要です。（この場合の書換え交付申請の手数料は

無料です。） 

◆住居表示変更証明書の写し 

◆住居表示変更証明書は、届出者の責任で必ず原本を確認してください。 

◆住居表示変更証明書の写しに、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「証

明者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）」を記載してください。 

◆メールにて住居表示変更証明書の写しを提出する場合は、当該写しを明瞭にスキャンして作成した

PDF等の電子ファイルにしてください。 

 

１－（１１） 

変更事項：無菌調剤室の共同利用の有無（薬局のみ） 

【添付する書類】 

不要 

【注意事項】 

  ◆「提供薬局との契約書」等の写しを提出してください。なお、「指針」「研修の実施」「事故発生時

の報告体制」に関する事項を確認します。 

  ◆詳しくは、「無菌調剤室を共同利用する場合の手続きについて（手引き）」を参照してください。 

 

２．あらかじめ届け出なければならない事項 

 

２－（１） 

変更事項：薬局・店舗の名称 

【添付する書類】 

不要 

【注意事項】 
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◆許可証書換え交付申請を行う場合は、変更後に書換え交付申請を行ってください。 

◆麻薬小売業者（薬局）の名称を変更する場合は、別途「麻薬取扱者免許記載事項変更届」を大阪府

へ提出してください。 

◆薬局製剤製造販売承認を取得している場合、別途「薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届書」を提

出してください。 

 

２－（２） 

変更事項：相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 

【添付する書類】 

不要 

 

２－（３） 

変更事項：薬剤師不在時間の有無 

【添付する書類】 

「有」の場合は「薬剤師不在時の対応についてのチェックリスト」 

【注意事項】 

 ◆新たに閉鎖設備を設ける場合は構造設備の変更届も必要です。 

 ◆作成した手順書を申請窓口で提示してください。 

 ※詳細は、「薬剤師不在時間の届出について（手引き）」をご覧ください。 

 

２－（４） 

変更事項：特定販売の実施の有無（開始・廃止） 

【添付する書類】 

「開始」の場合は「特定販売に関する書類」。 

【注意事項】 

◆「特定販売に関する書類」は所定の様式を用いて作成してください。 

 ※詳細は、「特定販売に関する書類について（手引き）」をご覧ください。 

 

２－（５）①～⑦ 

変更事項：特定販売にかかる変更事項 

【添付する書類】 

「特定販売に関する書類」（変更該当事項のみ記載） 

【注意事項】 

◆「特定販売に関する書類」は所定の様式を用いて作成してください。 

 ※詳細は、「特定販売に関する書類について（手引き）」をご覧ください。 

 

２－（６） 

変更事項：健康サポート薬局である旨の表示の有無 

【添付する書類】 

「有」の場合は「手順書等の添付書類」及び「届出書添付書類確認票」 

【注意事項】 

 ◆添付書類等の審査に時間がかかる場合がありますので、事前に保健所窓口までご相談ください。 

 ※詳細は、「健康サポート薬局である旨の表示に関する手続きについて（手引き）」をご覧ください。 

 

３．添付資料の省略 

 

「登記事項証明書」、「医師の診断書」、「使用関係を証する書類」「資格を証する書類」について、

同一書類が本市に提出されている場合は添付資料の省略が可能です。 

省略する場合は、備考欄の【省略する添付書類】欄について、省略する添付書類に○を付け、該当

http://www.city.hirakata.osaka.jp/uploaded/attachment/51196.doc
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書類を添付した申請又は届出の許可番号及び提出年月日を記載してください。 

ただし、管理者の使用関係を証する書類は、省略できません。 
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記載例 様式第六 

変 更 届 書 
 

業 務 の 種 別 店舗販売業 ① 

許 可 番 号 

及 び 年 月 日 

第Ｖ〇〇〇〇〇号 

〇〇年〇月〇日 
② 

薬局、主たる
機能を有す
る事務所、製
造所、店舗、
営業所又は
事業所 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 
名 称 

○○○薬店 

(電話〇〇〇 -〇〇〇-〇〇〇〇 ) 
③ 

所 在 地 
〒〇〇〇-〇〇〇〇 

枚方市○○町○－○   〇〇ビル１階 

変 

更 

内 

容 

事  項 変  更  前 変   更   後 

④ 

管理者 

 

枚方 次郎 

〒〇〇〇-〇〇〇〇 
枚方市〇〇町〇〇-〇〇 

 

大阪 太郎 

〒〇〇〇-〇〇〇〇 
枚方市〇〇町〇〇-〇〇 

薬剤師登録番号 

薬剤師登録年月日 

変 更 年 月 日  ○○ 年 ○ 月 ○○ 日 ⑤ 

備 考 

（店舗管理者）薬剤師・登録販売者（店舗管理者を補佐する薬剤師の設置あり・なし） 

【兼営事業】 

 

【省略する添付書類】 

・登記事項証明書  ・診断書  ・管理者の資格を証明する書類  ・使用関係証明書  

（許可番号：Ｖ00000  提出年月日  ○○年○月○日） 

 上記許可の申請時又は変更届にて提出済） 

 
【申請者の欠格条項】 

 変更後の薬事に関する業務に責任を有する役員は、医薬品医療機器等法第 5 条第 1 項第 3 号イ

からトまでに掲げる者 

 □ 該当しない  □ 該当する（詳細：                      ） 

 

管理者の前職歴：  

 

⑥ 

 

上記により、変更の届出をします。 

 

○○年○○月○○日 ⑦ 
 

           住所 法人にあっては、主   

              たる事務所の所在地  

                

 

           氏名 法人にあっては、名 

                     称及び代表者の氏名  

 

枚方市長 様 

⑧ 

〒〇〇〇-〇〇〇〇 

○○市○○町○番○号 

株式会社 ○○○○ 

代表取締役 ○○ ○○ 

〔連絡先〕 担当者名：〇〇〇〇 

      電話番号：××××× 
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変更届書 記載時の留意事項 

① 業務の種別 

• 変更を行う主業態（薬局、薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業、店舗販売業等）を記載して

ください。 

• 変更事項が複数の業態にわたる場合は、備考欄に該当業態の業務の種別、許可番号および許可

年月日を記載してください。 

② 許可番号および年月日 

• 許可証に記載されている薬局（店舗）の許可番号および許可年月日（有効期間の開始年月日）

を記載してください。 

③ 薬局、主たる機能を有する事務所、製造所、店舗、営業所又は事業所の名称、所在地 

• 名称については、新しい名称を記載してください。 

• 住居表示に関する法律に基づき市町村名、地名番地等に表示変更が生じた場合は、新しい所在

地を記載してください。 

④ 変更内容 

• 下記を参考に記載してください。 

＜管理者を変更した場合＞ 

変
更
内
容 

事項 変更前 変更後 

管理者 氏名 ○○○○ 

住所 △△△・・・・ 

氏名×××× 

住所○○市・・・・・ 

薬剤師登録番号 

薬剤師登録年月日 

 

＜その他の薬剤師又は登録販売者を変更した場合＞ 

変
更
内
容 

事項 変更前 変更後 

その他の登録販売者 氏名○○○○ 

氏名×××× 

氏名△△△△（退職） 

氏名○○○○ 

氏名×××× 

氏名◆◆◆◆（採用） 

販売従事登録番号 

販売従事登録年月日 

※ 複数薬剤師又は登録販売者が従事している場合は、変更者のみ記載するのではなく、変更し

ていない者の氏名も変更前・変更後に記載してください。 

 

＜法人の薬事に関する業務に責任を有する役員（責任役員）を追加・変更した場合＞ 

変
更
内
容 

事項 変更前 変更後 

薬事に関する業務に責任

を有する役員の氏名 

代表取締役○○○○（退任） 

取締役  △△△△ 

代表取締役◆◆◆◆（就任） 

取締役  ◎◎◎◎（就任） 

取締役  △△△△ 

※ 責任役員が複数いる場合は、変更した役員のみ記載するのではなく、変更していない者の名

前も変更前・変更後に記載してください。 

※ 責任役員の考え方につきましては、令和 3年 1月 29日付け厚生労働省通知『「薬事に関する 

業務に責任を有する役員」の定義等について』をご確認ください。 
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＜管理者の週当たりの勤務時間数を変更した場合＞ 

変
更
内
容 

事項 変更前 変更後 

管理者の週当たり勤務時

間数 

３５時間 ４０時間 

※ 変更後の勤務表を添付してください。 

 

＜通常の営業日および営業時間を変更した場合＞ 

変
更
内
容 

事項 変更前 変更後 

通常の営業日および営業

時間 

〇○年○月○日許可に添付

した勤務表のとおり 

別紙勤務表のとおり 

 

＜構造設備を変更した場合＞ 

変
更
内
容 

事項 変更前 変更後 

構造設備 〇○年○月○日許可に添付

した平面図のとおり 

別紙平面図のとおり 

 

＜特定管理医療機器の取扱いがある店舗販売業で、店舗管理者を「薬剤師」から「登録販売者（試

験合格者）に変更した場合＞ 

変
更
内
容 

事項 変更前 変更後 

店舗管理者 

 

 

 

氏名○○○○ 

 

 

 

氏名×××× 

住所○○市・・・・・ 

販売従事登録番号 

販売従事登録年月日 

医療機器営業管理者 氏名○○○○ 氏名△△△△ 

住所○○市・・・・・ 

医療機器基礎講習会修了 
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  ＜無菌調剤室の共同利用における変更の場合（薬局のみ）＞ 

新たに共同利用を行う場合（既に許可を有する薬局の場合） 

変

更

内

容 

事   項 変  更  前 変  更  後 

薬局の構造設

備（無菌調剤室

の共同利用） 

 

－ 

無菌調剤室提供薬局 

許可番号：Ａ11111 

許可年月日：〇〇年 1月 1日 

名称：Ａ薬局 

所在地：大阪市中央区〇〇〇 

 

共同利用する薬局をＡ薬局からＢ薬局へ変更する場合 

変

更

内

容 

事   項 変  更  前 変  更  後 

薬局の構造設

備（無菌調剤室

の共同利用） 

無菌調剤室提供薬局 

許可番号：Ａ11111 

許可年月日：〇〇年 1月 1日 

名称：Ａ薬局 

所在地：大阪市中央区〇〇〇 

無菌調剤室提供薬局 

許可番号：Ａ22222 

許可年月日：〇〇年 1月 1日 

名称：Ｂ薬局 

所在地：〇〇市〇〇町〇〇〇 

 

共同利用する薬局を追加する場合（Ａ薬局にＢ薬局を追加する場合） 

変

更

内

容 

事   項 変  更  前 変  更  後 

薬局の構造設

備（無菌調剤室

の共同利用） 

無菌調剤室提供薬局 

許可番号：Ａ11111 

許可年月日：〇〇年 1月 1日 

名称：Ａ薬局 

所在地：大阪市中央区〇〇〇 

無菌調剤室提供薬局 

名称：Ａ薬局（同左）  

及び 

許可番号：Ａ22222 

許可年月日：〇〇年 1月 1日 

名称：Ｂ薬局 

所在地：〇〇市〇〇町〇〇〇 

 なお、届出受理の際に確認する書類は、Ｂ薬局の書類のみとする。 

 

共同利用を取りやめる場合 

変

更

内

容 

事    項 変 更 前 変  更  後 

無菌調剤室の

共同利用 

無菌調剤室提供薬局 

許可番号：Ａ11111 

許可年月日：〇〇年 1月 1日 

名称：Ａ薬局 

所在地：大阪市中央区〇〇〇 

共同利用の停止 

 

⑤ 変更年月日 

• 変更が生じた年月日を記載してください。 

• 役員の変更等の場合、履歴事項全部証明書（登記事項証明書）の登記日ではなく、変更日を記

載してください。 

⑥ 備考欄 

• 法人の薬事の業務に責任を有する役員（責任役員）の変更の場合は、【申請者の欠格条項】欄

について、該当に☑してください。なお、同法第 5条第 1項第 3号イからトのいずれかに該当

するときは、許可を与えないことがあります。 
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• 添付書類を省略する場合は、【省略する添付書類】欄について、省略する添付書類に○を付け

てください。また、該当書類を添付した申請又は届出の許可番号及び提出年月日を記載してく

ださい。なお、省略できる場合は、枚方市にすでに提出した書類がある場合に限ります。 

• 管理者を変更した場合には、直近の前職歴を記載してください。 

•  （法人にあっては）令和３年８月１日の法改正後、最初の更新申請又は変更届出をするとき

は、備考欄に責任役員について記載が必要です。 

      記載例  令和 3年 8月 1日時点の責任役員：氏名 A・氏名 B 

          上記の者は、法第 5条第 3号のイ～トの欠格条項に該当しない。 

 

⑦ 届出年月日 

• 変更届書の提出日を記載してください。 

⑧ 申請者の住所、氏名 

• 個人の場合は現住所、法人の場合には登記された本社の所在地を記載してください。 

• 個人の場合は、個人名を記載し、法人の場合は登記された商号および代表取締役名を記載して

ください。 


